
令和８年度 石岡市民交流イベントハロウィンマーケット実施要項 

 

１．目 的 

   市民ふれあいの一環として、石岡市民交流イベントにあわせ、市内で製造・販売されている

商品等を即売し広く市民に紹介することで、商工業の活性化に寄与することを目的とする。 

２．事業名 

  ハロウィンマーケットいしおか 

３．主 催 

  石岡市民交流イベント実行委員会 

４．日 時 

  令和８年 10月 31日（土） 午後２時 30分～午後７時 30分 

  ※雨天時は、令和８年度市民交流イベント実施要項に準じる。 

５．会 場 

  いしおかイベント広場（石岡市若宮３-１） 

６．出店者 

   市内に店舗・工場等を有する販売業者・製造業者及びそれらの団体、その他実行委員会が必

要と認めた者。ただし、自己又は自社の役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に

非難されるべき関係を有している者に該当する店舗・団体等は除く。 

７．出店数 

  20店舗程度（キッチンカーを含む） 

８．即売品 

   即売品は、市内で製造・販売されている商品とする。ただし、次に掲げるものは販売を認め

ないものとする。 

①公序良俗に反するもの 

②危険を伴うもの 

③衛生的に害を及ぼすもの 

９．出店料 

  １テントあたり 3,000円 

  キッチンカー1台あたり 3,000円 

  ※テントは、１区画 3.6ｍ×2.7ｍ（3.6ｍ×5.4ｍテントの半分）とする。 

10．即売品の搬入・搬出 

  搬入：市民交流イベント当日 正午～ 

  搬出：お楽しみ抽選会終了後 

11．会場の設営 

   会場の設営は、主催者側において統一的に行う。 

12．出店者の負担等 

  （１）経費 

    ①即売品の搬入・搬出に要する経費 

    ②即売品の販売要員と食事に要する経費 

    ③即売品の販売に必要な装飾等に要する経費 



    ④食品を販売する場合の食品営業許可申請に要する経費 

    ⑤感染症等の感染防止対策に要する経費 

⑥その他、出店をする上で必要とされる経費 

  （２）備品等 

    ①テーブル 

    ②椅子 

    ③ブルーシート 

    ④手指の消毒液 

    ⑤消火器（火器を使用する場合） 

    ⑥その他、販売に必要な備品等 

    ⑦照明器具（日没後に必要な場合） 

    ※電化製品等の使用は、店舗独自で電源を確保できる場合のみ使用可とする。 

13．出店者の募集 

   出店者の募集については、市ホームページ、メールマガジン等で別途募集するものとする。 

14．その他 

   出店者は、感染症への感染防止対策、食中毒等に対する安全管理対策に努めるものとする。 

15．事務局及び問い合わせ先 

  石岡市生活環境部コミュニティ推進課（石岡市石岡一丁目 1番地１） 

  TEL 0299‐23‐7304（直通） 

  FAX 0299‐23‐2225 


